
役員報酬規程

(総則)

第一条 この規程は特定非営利活動法人原子力資料情報室 (以下、「本法人」という)の定軟第 19条第 3

項に基づき、役員に対する報酬の支給及び費用の弁償に関して、基本事項を定める。

(報酬)

第二条 本法人の役員には定軟第 19条第1項に基づき、その総数の3分の1以下の範囲内で、報酬を支

払うことができる。

2本法人の代表理事2名 に月額 30,000円を役員報酬として支給する。ただし、その対象者は理事会の

決議を経て決定するものとする。

(2016年 7月 4日 理事会議決により改訂)

(2021年 3月 2日 理事会議決により改訂)

(2022年 4月 15日 理事会議決により改訂)

(費用弁償)

第二条 本法人の役員がその職務の執行に当たって負担した費用(職務の遂行に伴い発生する旅費交

通費等の経費をいう。)については、理事会の決議で定める範囲内のものに対して、当該役員より請求の

あつた日から遅滞なく支払うものとする。また、前払いを要するものについては前もつて支払うものとする。

(改廃)

第四条 この規程の改廃は総会の決議を経て行う。

(補足)

第五条 この規程に定めるもののほか必要な事項は代表理事が別に定める。

附則 この規定は平成26年 5月 10日 から施行する。ただし、定款第 19条の定軟変更が認証された後は、

第四条の「総会」は「理事会」に読み替える。











匝≡≡ヨ 書式第17承法第55条関係)

法人名 特定非営利活動法人 原子力資料情報室 事 業 年 度 2021年 4月 1日 ～2022年 3月 31日

3取引の内容に関する事項[③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれ

ぞれ第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の議護(棚卸資産を含む。)

取引先の氏名等 法人との関係 住所または所在地 ll演年月日 臓壼領格 鱚濃資産の内春等

2021.4.7 30.“)0円

書籍『原発と気候危機」(麟籠 000円 )∞

部 社員(正会員)への割引販売(割引後

頒価 4∞ 円)

2021.4.0 0,000円
書籍「原発と気候危機」(頒価αЮ円)10

部 社員(正会員)への販売

2021.4.:2 2"円 書籍「どうする'原発のごみ 2」(頒衝

2∞ 円)1部 社員(正会■)への販売

a認 14.12 4∞ 円

書籍『新版 どうする'原発のごみ 1」

(頒饉 4∞ 円)1部 社員(正会員)への販

売

2021.4.8 30"円
書籍「『原子力資料情報室通信』∞0号
記念 CD―ROM」 (頒価 Ю∞ 円)1部 社

員(正会員)への日引販売

20214.12 10Ю 円
書籍「老朽化する原発」(頒価 10∞ 円)1

部 社員(正会員)への販売

♂021.4.1～

2022.3.3:
42.000円

書籍r原発と気候危機」〈鮨饉 αЮ円)70
部 社員(正会員)・ 書附者への販売

2021.4.1～

2022.3.31
7.7Ю 円

書籍「どうする'原発のごみ 2」〈頒籠
2∞ 円)31部 社員(正会員)・ 寄附者ヘ

の販売

2021.4.1～

2022.3.31
7.200円

書籍「新版 どうする'原発のごみ 1」

(領価 4∞ 円)18部 社員(正会員)・ 寄附

者への販売

2`,21.0.21 900円
書籍「勁かない、動かせないもんじゅ」
(饉価 9∞ 円)1都 社員(正会員)・ 寄附

者への販売

2021.9.22 400円
書綺「許すな : 再穂勁 そして脱原発
へ」(頒価 4∞ 円)1部 社員(正会員)・ 寄

附者への販売

2021.1020 1,αЮ円

書籍「高レベル放射性誨彙犠地層処分

の技術的信頼性批判」(饉優 1∞0円 )1

部 社員(正会員)・ 書附者への販売

2021.4.1～

2022.3.31
822Ю 円

書籍「原発と気候危機�晨籠 αЮ円)

137部 会員(■助会員)・寄附者への販

売

2021.4.1～

2022.3.31
3.500円

書籍「どうする'原発のごみ 2」(饉価
2∞ 円)14部 会員(賛助会員)・ 寄附者
への販売

2021.4.1～

2022.3.31
4.800円

書籍「新版 どうする'原発のごみ 1」

C騒 4∞ 円)12部 会員(賛助会員)・ 寄

附者への販売

2021.4.1～

2022.3.01
円

書輔『■WO SCENE 19」 (頒領 0円)10部
会員(■助会員)・ 書附者への販売

2021.4.1～

2022.3.31
5,4∞ 円

書籠r原発はどのように壇れるか」G讀価
18∞ 円)3部 会員(賛助会員)・ 寄附者
への販売

"21.4.1～2(,22.3_31
1.200円

書籍「六ヶ所再処理工場 思び寄る放射

籠の恐怖」(■薔αЮ円)2部 会員(賛助

会員)・ 寄附者への販売

2021.8.25 1.0∞ 円

書霜「日本の原子力∞ 年 トビックス

32」(傾価 Ю∞ 円)1部 会員(賛助会

員)・ 寄附者への販売



取引先の氏名等 法人との関係 住所または所在地 口菫年月日 醸菫価格 醸濃資産の内容等

2021.0.25 4.2∞ 円

書箱「高木仁
=郎

反原子力文週」al
饉 42∞ 円)1部 会員(■助会員).寄附

者への販売

20213.25 2.∞0円
書籍「反原発運動四十五年史」(田薔
2∞0円)1部 会員(■助会員)・ 寄附者
への販売

2α21.3.25 ∞0円
書籍「増補 どうする'原発のゴミ」G■

饉 3Ю 円)1部 会員(■助会員)・ 寄附者
への販売

2021.11.17

1.000円
書籍r高レベル放射性魔棄物地層処分
の技術的信頼性批判」(頒価 1000円 )1

部 会員(賛助会員)・ 寄附者への販売

1.6∞ 円

書籍「プルトニウム発電の恐怖 2」 G口価
10∞ 円)1部 会員(贅助会員)・ 寄附者
への販売

920円

書籍「これならできる原発ゼロ:市民が
つくった脱原子力政策大綱」(頒饉9"
円)1部 会員(賛助会■)・ 寄附者への

販売

5∞ 円

書籍「福島第―原発の「汚彙水問題」は

止まらない」(領饉 5∞ 円)1部 会員(■

助会員)・ 寄附者への巨発

2021.4.1～

20223.31
32.(X〕0円

書籍「原発と気候危機」(■● 0∞ 円)55

部 AC10 A017寄 附者への販売

2021.4.:～

20223.31
3.2∞ 円

書範「新版 どうする'原発のごみ 1」

(頒薔 4∞ 円)0部 AC10ム G17寄附者
への販売

2021.4.:～

20223.31
1.∞0円

書箱「どうする'原発のごみ 2」(田価
2∞ 円)0部 AG10AGlフ 書附者への販

売

2022.02.25 500円
書繕「チェル′ブイリ原発事故-25年の
メッセージ」(領価 口∞円)1部
AC10 AC17寄 附告への販売

2021.11.29 ,5∞ 円

書箱『検証 福島第一原発事故」(頒価

"∞
円)1都 AG10:AG17寄附者への

販売

202,.10.0 鰤 円

書籠「原子力資料情報室通信パックナ

ンパー」(頒価 3∞ 円)1部 AGlωて 17

寄附者への販売

2121.9.13 250円
書籍r原発再稼働なんて出来ない 1

濶まり織ける使用済み燃料」(銀● 2∞

円)1部 AG10AG17寄附者への販売

2022.02.25 9∞ 円

書籍「動かない、動かせないもんじゅ」

GH"∞ 円)1部 AC10ムG,7寄附者
への販売

2021.11.20 ■αЮ 円
書籍「老朽化する原発」(頒● 1000円 )1

部 AC10 AC17寄 附者への販売

2021.4.1～

2022.3.31
OSЮ 円

書籍贈曇「原発と気候危機」(田饉 α∞

円)新規社員への贈墨

2021.4.1～

2022.3.31
30∞ 円

書籍贈里「原子カキーワードガイド」
(頒価 3∞ 円)新規社員への贈ニ

2021.4.1～

2022.3.31
7.8∞ 円

書籍贈星「原発と気候危機」(頒価 0∞

円)新規賛助会員への贈星

2021.4.1～

2022.3.31
3,900円

書箱贈呈「原子カキーワードガイド」
(頒価 3∞ 円)新規贅助会員への贈墨

2α21.4.(】0 2αЮ円
日書カードの贈皐「原子力資料情報菫
通信」寄稿の薄闘として

2022.1.31 2.0∞ 円
回書カードの贈星「原子力資料情颯室

轟僣」寄稿の薄翻として

2021.9.30 20∞ 円
図書カードの贈星「原子力資料情報室

轟僣」寄稿の薄翻として

2022.1.0 2.0∞ 円
口書カードの贈星『原子力資料情報室

通信」寄稿の薄翻として

20222.20 20Ю 円
目書カードの贈二『原子力責‖情報室

通信」書稿の薄翻として



添書 書式第 17号(法第55条関係)

法人名 特定非営利活動法人 原子力資料情報室 事 業 年 度 2021年 4月 1日 ～2022年 3月 31日

3取引の内容に関する事項[③次に掲げる取引先、取引金饉その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれ
ぞれ第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

ハ 役務の提供(施設の利用等を含む。)

収入の部

取引先の氏名等
法人との

関 係
住所又は所在地

役務の

提供年月日
対籠の額 役猫提供の内春等

2021.824 2ЮβЮ円 研究助威金

20222.7 2∞αЮ円 研究助威金

m2■4∞ 400.“0円 書稿事栞収入

20213.2 499息Ю 円 寄積事栞収入

202'.11:30 409,070円 書稿事栞収入

2022.1■ 1

`".070円
寄稿亭彙収入

202■4.1～

2022.3.31
1.312.142円

事務所■料(光熱費、電話使

用料含む)

2021.11.5 20oЮ 円 講師派遣事栞収入

支出の部

取引先の氏名等
法人との

関 係

住所又は所在地 役務の

提供年月日
対領の額 役務提供の内容等

2021.4.30 2αЮ円
「原子力資料情報室通信」寄
稿

2022.131 2000円
「原子力資料情報室通信」寄

稿

2021.827 11.137円 雷演(ν10運織ウェブ講D

2('21_9_(】0 20∞ 円
r原子力資料情報室通信」寄

稿

2022.3.10 lt,137円 請演(3/10ウ ェビナー)

2021.11.29 11,13フ 円 講演01/0連機ウェブ講座)

2022.1.0 2αЮ 円
「原子力資料情報室通信」寄

稿

2022.228 2.0∞ 円
「原子力資料情報童通信」寄

稿

2022.220 10Ю nЮ 円
ゲルマニウム半導体検出署

測定

202■ 728 1'.13フ 円
講演料(7/"連機ウェブ講
D

2021.12.21 910円
消耗品(飲食物)購入

2022.125 7∞ 円

2021.428 9,420円

翻訳ポランティア

2021.628 5,775円

202:.827 0.015円

221.1028 52∞ 円

a■21.1228 5.005円

2021.4.28 00.005円

翻訳ポランテイア

2021.6.28 34.790 Pl

2021.3.27 20,α)O Pl

2021.10.28 97.2)0円

202:.1228 18“Ю円

2022_220 53.505円

2021.53, 20Ю 円

2021.028 2“Ю 円

2021.827 20Ю 円

2021.0.20 320円

2021.11.29 輌 円

商品(書籠)仕入



支出の部

取引先の氏名等
法人との

関 係

住所又は所在地 投務の

提供年月日
対薔の額 役務提供の内害等

2021.12.27 8悧Ю 円

2022.220 1.440円

2011.4.1～

2022.().31
1000Ю 円 書庫■料

κ21.4.1～

2022.:).31
5".4,3円 電気料金



法人名 特定非営利活動法人 原子力資料情報室 t tt I I
3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1)役員及びその親族等

② 特定の法人の役員測ま使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿|1書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

V

イ

(注1)

(,」 L`2)

各欄D人数事は、第3表付表1「役員の状況」から1日■.てく1=れ 。ヽ

③及び〕こついては、′l喘哺以磁 2位を切り捨てた敗口を脳ユて́ください。

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②‐①)

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人である

者及びこれらの者の現族

等」のグ′レープの人敗

割 合

(④■③

① ② ③ ④ ⑤

◎
m21年 4月 1日

～
"2年

3月 31日 11人 0人 096 3人 27296

⑥ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 96

③ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 96

○ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 96

申 目 時
人 人 96 人 %

各社員の表決権が平等である ◎ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申睛時

:ま ,ヽ

しヽ えヽ

:ま′ヽ

しヽ えヽ

:まい

いいえ

:まい

いいえ

はい

いいえ

::掟い

しヽ えヽ

:1にい

しヽ えヽ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第3表 ) (柳D

(日ロロD
・ 口睫」いけ ェ

=″
書 ●3つは.壺廊島

““

:コ■,XO凰霰員嘔■日n嘔出

“

00日出嘲
=お

いて0目屁腱びヨ寸す●●

獅 も

"す
.■嗜 ● コ コ嗜 ■ ∝ 卿

“

り製 な

・ ■建0有勁嘲■p賣■の中中こ】Lo■3.目い騒

“

●1コ|ヨ

"κ
■口G晨

“

■闊口●□出■0中 ご■ てヽ.薔付

●●嗜夕1にあげ● ます.

E喜罰覇因7■】昴■日】Eコ



第3表 (ンCD

(潤は1●D
日定の有効期間の口新の申■に当たつては、法第

“

条第 1項に基づぐロロ(役員悧日精鴨中田蜻■0に日a肛.た事項について、改めて

田曖する必要はありません。

「認定基準等チエック表」(第3表)記載要領

○ 二において、「費遊い明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをしヽ 、ヽ法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできませメ%

項 目 ③ ⑥ ◎ ③ ◎ ① 申鰤時

会計に・■ てヽ公鬱会計士又は監壺嵐人の監査を:黙サ

ている

はい

しO
:ヨ′ヽ

しヽ えヽ

lましヽ

しヽ えヽ

はい

いいえ

I劇′ヽ

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法川」t,て1"■略

⌒

性リ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

Qコ襲奥亜證錘翼L自団□睦幽腱□堕四■自塵醒口劇困塾型襲咀

項 目 ③ ⑥ ◎ ③ ◎ ① 申詢時

費途が明らかでない支出がある、根簿に虚偽の記

●がある等の不適正櫛橿理の有無
有・0 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

ハ

項   目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分個の「0～○」の各口こは、実

“

H嵯期間の各事業年

度(又は各年)を回 L,ます。

第3表付表1『役員の機駐:を調肛て́、「①」、「②」及び
r④」申 当する

…
討 。

口の各欄 腋当する一方を「0」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内春等」椰 ヨま、例えば、

「定軟(又は会■D第0剣可各正会員の表洟権は、平等なも

のとす劉あ蠅こ:のように1■は́ます。

「上記を証す¨ 名称とその内魯

等‖ こは証する書類の内害を文書のとお

り!■田趾ま́す。

′0名佃 腋当する一方を「0」可田みます。

なお、「◎」から「①」については、イに記口する各期間

(「◎」から「○」)を示 た́もので九

①「会計について公鳳会計士測よ監査法

人の監査を晏サている」の1■い止
『Q」望壁□国二|」壼臼睡盟壺空壼□L
壺
=菫

L
②「颯辮□順の備付け、取引の記録及び

帳簿●類の保存を青色中告注測こ準に

て行つている」のL担ユLヒ】塁L里合

には菫饉壺表勤国田幽塑塑丘

回 塑 塾 巫 曇 L
二の各欄 腋当する一方を「0」で田みます。

なお、「◎」から「〇」に‐ てヽは、イに記載する各期間

(「③」から「○」)を示し1■のです。

記載要領の補足



書式第 8号 (法第 44条・51条・58条関係 )

役 員 の 状 況 第3表付表 1

法人名 特定非営利活動法人 原子力費料情報室 ◎ ⑤ ◎ ③ ◎ ○ 申麟時

役 員 数 11人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

3人 人 人 人 人 人 人

(注意事項)

日定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類(役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につ

いて、添付を省略することができます。

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所
職

名
織柄等

就 任 等 の 状 況

◎ C ◎ ③ ◎ 申 請 時
就任・■任

年月日

河合 弘之 理事 0 平成 19年 5月 14日 就任

笹田 隆志 理事 0 平成 27年 5月 16日 就任

柴 邦生

(西尾 漢)

理事 O 平成 11年 9月 20日 就任

平成 13年 5月 19日 就任武本 和幸 理事 0

長谷川 公― 理事 0 平成 27年 5月 16日 就任

伴 英幸 理事 O 平成 ::年 9月 20日 就任

満田 夏花 理事 0 平成 29年 5月 13日 就任

山口 幸夫 理事 O 平成 11年 9月
"日

就任

米本 昌平 理事 O
平成 25年 5月 11日 就任

2021年 5月 14日 退任

2021年 5月 14日 就任伊藤 書佳 理事 O

海ま 雄― 監事 0 平成 19年 5月 14日 就任

高木 久仁子 監事 0 平成24年 5月 12日 就任



書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

法人名 特定非営利活動法人 原子力資料情報室

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

現金出納帳 エクセル使用ルーズリーフ 毎日 10年

振替伝票 エクセル使用ルーズリーフ 毎月 10年

仕讚帳 エクセル使用ルーズリーフ 毎月 10年

総勘定元根 エクセル使用プレーズリーフ 毎年 10年

給与台帳 エクセル使用ルーズリーフ 毎年 10年

棚卸資産台帳 エクセル使用ルーズリーフ 毎年 10年

固定資産台帳 エクセル使用ルーズリーフ 毎年 10年

(目ほ櫛

・「伝票又はほ簿名」欄は、例えば「入釘劉馳、「出金伝躙し、「搬H」釉、「現金出

"喘

聰、嗜勘虚覇口などのように1れます。

・「左の帳簿事の形態」樹よ、「単票」、「ルーズリーフ」、「装T幅簿」などのように1■します。

・「記緻の時期」欄は、I¬醸キ」、「毎日」、「―週間ごと」のようI■■趾′ます。

・ 認定の有効醐間の更新の申請に当たっては、法第

“

彙第1項に基づく書類(役員輻圏筋陽嘲□出■Dに1■した内容に変更

がないときは、添付を省略することができ封九



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第4表 ) (初ヨD

法人名 特定非営利活動法人 原子力資料情報室 チエック欄

4事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と当

法人との間の資産の譲演割こ関して特別の利」撻 :与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の

運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行うま 上記イの活動を行

う者又は特定の公職の候補者着しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上である

こと

二 実績判定期間における受入翻附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

イ

項 ◎ ⑥ ◎ ③ ◎ ① 申鯖時

宗教の教薔を広め、儀式を行い、及び信者を

教化青成する活動
有 ○ 有・ 無 有・ 無 有・ 無 有・ 無 有・ 無 有・無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動
有 〇 有・ 無 有・ 無 有・無 有・無 有・ 無 有・ 無

特定の公職の候補者増しくは公職こある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

有 ○ 有・ 無 有・ 無 有・ 無 有・ 無 有・ 無 有・ 無

ロ

項 目 ◎ ⑥ ◎ ③ ◎ ○ 申請時

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する輛爵の支給の状況守に照らして、当法人の役員に対す

る報日の支髪をして過大と認められる:輌日の支給その他役員

等に支t廂日又は給与の粛給に関して特別の利益の供与の有

無

Ю 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認

められる資産の護渡その他役員等又は役員等が支配する法

人と当法人の間の資産の議渡等に関して特別の利益の供与

の有無

Ю 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無 Ю 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有.無

部 陸目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定

の公職の候補暗嗜しくは公1出こa卜る月彗に対づ
~る

■椰散つ有り熙|

Ю 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

(洒01■MD
。「認定基準等チェック表(第 4表)」 は、法第

“

条第1項に基づく書類(役員欄日胸憚鵬孵□出書類)の提出時においても融 び添付す

る必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の配載及び添付の必要はありません。
・ 認定の有効期間のコ新の申請に当たつては、法第55彙第1項に基づく書類(役員細醸朗罹崎提出●苺Dに:れた事項1こ‐ てヽ、添

付を省略することができます。

V

ヨ



書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表 (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェック表第5表は、法第 55条第1項に基づく書類(役員報酬規程等提出書類)の提出時に配載及び添付する必

要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人 原子力資料情報室 チ
"ク

欄

5次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は居所

に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定

の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれを

その事務所において閲覧させることに同意する。

※目■に関する●則(社内規用)等がある場合には、その

“

用(社内規用)等を嬌付してください。

同  意

しない

イ

① 事業報告書等(事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち 10人以上

の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等(定款、認肛書の写し、豊記事項証明書の写し)

※いずれも認定基準の対線となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者(役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に

対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の

額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況

a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(bに係る部分を除く。)

b 給与を得た職員の総数及び当腋職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金餞の持出しを行つた場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行つた場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

レ

コ



書式第 14号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表 (第6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人 原子力資料情報室

認定基準等チェック表 (第6表 )

認定基準等チェック表 (第7表)

認定基準等チェック表 (第8表)

8申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過してい

ること

チェック欄

事業年度 月  日～ 月  日 設立年月日 平成  年  月  日

(涸麟●呵D
・ 法第55条第1項に基づく書類(役員欄酬協秘亭提出■Dの提出時に当たつては、認定轟陣鴫けェック表(第6表及び第鋭Dは、配載す

る必要はありません。

・ 認定の有効醐間の更新の申

“

に当たっては、認定腱畢囀けェック表(第6表及び第8わの記載の必要はありません。また、法第55条第

1項に基づく書類(役員欄■用程●田出■D:■●Lた事項について、改めて配載する必要はありません。

6実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書鋳を同法第29

条の規定により所轄庁に提出していること

チェフク11

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

⑥ ◎ ③ ①

有・ 無 有・ 無 有・ 無 有 。無 有・ 無 有・ 無

7法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益

を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チエック欄

V

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表(第7表)は、法第
“

条第1項に基づく書颯(役員欄酬規程寺田出1■Dの提出潮こ記職及び添付する

必要があります。

③ ⑥ ◎ ⑥ ◎ ① 申 請 時

有 ① 有・ 無 有 ・ 無 有 。無 有・ 無 有・ 無 有・ 無

③ ◎



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 原子力資料情報室 チエック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法
人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消された

場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特例認
定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2∝ 条等(洵 )若しくは暴
力1行動 法の罪を犯しナこことにより、又は国税者しくは地方枷 こ関する1法律に違反したことにより、in金抑lに,嘔

十せら
れ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しい,ヽ音

二 暴力国の構成員等崚 )

2認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人Q題

=螢」型1霊:=及!墜i盟:座:2奎:効期凹⊆≧理iコig2」:□:国産:■」二亜整艶務墨:退豊壼:藍2コ:生!空ヨ:旦:上:塾税証盟」lli“2`旦並|び:笙1塵l重菌!

5 匡I剋こ係る重加算税又は地方税に儲 EEカロ庫≦とを課された日から34Fを調百置しない,去人
6次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認淀を

取り消されナ=輪において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定特定非

営利濶鵬去人又は当骸特例認定特定非富利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有無

有・
〇

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年

を経鯉しない者の有無
有・o

特定非普申括勁促進法粗ンくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことこより、なスは刑法第

χ

“

条鶴曜ユ́くは暴力行為■拠嗜0無D罪を犯したことにより、又は日輛党君しくは地方税に関する法律に

違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなつ

た日から5年を経過しない者の有無

有 〇

暴力国の構成員等の有無 有・〇

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 l*t\.t@

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 Itr,r.tG,

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過し

ない法人
はい・しC澪

鮒
薇
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―
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5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 t*rr.rG

6 次のいずれかに該当する法人

暴力団 Ittr.uG-
暴力団又は暴力団の構成員等の統創下にある法人 r*rr.rG.
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コ

ハ


